
発
足
二
十
周
年
記
念

沖
縄
関
係
戸
籍
先
例
集

那
覇
地
方
法
務
局



沖
縄
関
係
戸
籍
先
例
集
目
次

第

一　

一戸
籍
の
再
製
関
係

一
、
滅
失
戸
籍
の
再
製
に
関
す
る
大
臣
訓
令

（昭
和
四

十
七
年
五
月
十
五
日
法
務
省
民
事
甲
第

一
七

一
一

号

）

二
、
滅
失
戸
籍
の
再
製
に
関
す
る
局
長
訓
令

（昭
和
四

十
七
年
五
月
十
五
日
戸
第

一
四
号
那
覇
地
方
法
務
局

長
）

三
、
戸
籍
等
の
再
製
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
七
年
五
月

十
五
日
戸
第

一
五
号
那
覇
地
方
法
務
局
戸
籍
課
長
依

命
通
知
）

四
、
戸
籍
等
の
再
製
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
七
年
五
月

十
五
日
戸
第

一
六
号
那
覇
地
方
法
務
局
長
通
達
）
…
…

五
、
在
ブ
ラ
ジ
ル
沖
縄
在
籍
者
の
滅
失
戸
籍
等
の
再
製

手
続
に
つ
い
て

（昭
和
五
十
四
年
五
月
二
十
日
戸
第

五
六
五
号
那
覇
地
方
法
務
局
長
通
達
）

六
、
在
ブ
ラ
ジ
ル
沖
縄
在
籍
者
の
滅
失
戸
籍
等
の
再
製

手
続
に
つ
い
て

（昭
和
五
十
四
年
五
月
二
十
日
戸
第

五
六
六
号
那
覇
地
方
法
務
局
戸
籍
課
長
依
命
通
知
）

七
、
福
岡
法
務
局
か
ら
引
き
継
ぎ
を
受
け
た
仮
戸
籍
に

基
づ
く
戸
籍
の
再
製
に
つ
い
て

（昭
和
五
十
五
年
二

月
五
日
戸
第

一
六
四
号
那
覇
地
方
法
務
局
長
通
達
）

八
、
福
岡
法
務
局
か
ら
引
き
継
ぎ
を
受
け
た
仮
戸
籍
に

基
づ
く
戸
籍
の
再
製
に
つ
い
て

（昭
和
五
十
五
年
二

月
五
日
戸
第

一
六
六
号
那
覇
地
方
法
務
局
戸
籍
課
長

依
命
通
知
）

一



九
、
沖
縄
に
本
籍
を
有
す
る
ハ
ワ
イ
在
住
者
の
戦
災
滅

失
戸
籍
の
再
製
に
つ
い
て

（昭
和
五
十
八
年
四
月
五

日
法
務
省
民
二
第
二
三
二
六
号
法
務
省
民
事
局
第
二

課
長
通
知
）

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
事
務
取
扱
関
係

一
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
民
事
行
政
事
務
の
取
披
い
に

っ
い
て

（昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
法
務
省
民
事

甲
第

一
七
八
三
号
法
務
省
民
事
局
長
通
達
）

二
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
戸
籍
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い

て

（昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
法
務
省
民
事
二
発

第
八
八
四
号
法
務
省
民
事
局
第
二
課
長
依
命
通
知
）
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一

一

一

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
戸
籍
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い

て

（昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
法
務
省
民
事
甲
第

一
七
九
二
号
法
務
省
民
事
局
長
通
達
）
…
…
…
…
…
…
三

二
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
重
複
戸
籍
の
整
序
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
七
年
十
二
月
十
二
日
戸
第
九
〇
号
那
覇

地
方
法
務
局
長
通
達
）

三
、
福
岡
戸
籍
の
氏
変
更
を
現
地
戸
籍
に
移
記
す
る
場

合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
七
年
十
二
月
十

二
日
戸
第
二
七
四
号
那
覇
地
方
法
務
局
長
通
達
）
…
…
只

四
、
沖
縄
県
の
市
町
村
と
本
土
市
町
村
と
に
重
複
し
て

戸
籍
を
有
す
る
者
の
戸
籍
の
整
序
に
つ
い
て

（昭
和

四
十
八
年
二
月
二
十
日
戸
第
四
九
九
号
那
覇
地
方
法

務
局
長
通
達
）

第
四
　
一戸
籍
訂
正
関
係

、
無
籍
者
と
な
っ
た
者
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（昭
和

四
十
七
年
十
月
九
日
戸
第
二
二
八
号
那
覇
地
方
法
務

局
長
通
達
）

二
、
海
外
に
在
住
す
る
沖
縄
在
籍
者
の
戸
籍
訂
正
に
つ

四
、
沖
縄
関
係
戸
籍
事
務
所
の
廃
上
に
伴
う
戸
籍
関
係

事
務
の
処
理
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五

日
法
務
省
民
事
甲
第

一
七
九
四
号
法
務
省
民
事
局
長

指
一０

・…
・…
・…
…
・…
。…
…
・…
…
・…
…
・…
…
・…
。二
五

五
、
福
岡
法
務
局
長
か
ら
引
き
継
ぎ
を
受
け
た
簿
書
類

の
処
理
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
七
年
九
月

一
日
戸
第

一
人
六
号
那
覇
地
方
法
務
局
長
通
達
）
…
…
…
…
…
…
毛

六
、
福
岡
法
務
局
長
か
ら
引
継
ぎ
を
受
け
た
簿
書
類
の

処
理
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
七
年
九
月
二
日
戸
第
二

〇
四
号
那
覇
地
方
法
務
局
戸
籍
課
長
依
命
通
知
）
…
…
吾

戸
籍
の
整
序
関
係

一
、
福
岡
戸
籍
等
の
処
理
を
し
た
結
果
管
内
市
町
村
間

に
お
い
て
複
本
籍
が
生
ず
る
場
合
の
処
置
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
七
年
十
二
月
四
日
戸
第
二
三
八
号
那
覇

地
方
法
務
局
長
通
達
）

い
て

（昭
和
四
十
七
年
十
二
月
六
日
戸
第
二
四
四
号

那
覇
地
方
法
務
局
長
通
達
）

三
、
改
製
戸
籍
に
誤
記
又
は
遺
漏
が
あ
る
場
合
の
戸
籍

訂
正
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
七
年
十
月
十
八
日
戸
第

三
八
〇
号
那
覇
地
方
法
務
局
長
通
達
）

四
、
戸
籍
整
備
法
に
基
づ
い
て
再
製
さ
れ
た
戸
籍
の
記

載
遺
漏
、
錯
誤
等
の
訂
正
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
七

年
十
二
月
十
八
日
戸
第
二
八

一
号
那
覇
地
方
法
務
局

長
通
達
）

五
、
国
籍
留
保
の
届
出
期
間
経
過
後
に
な
さ
れ
た
出
生

届
に
基
づ
き
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
戸
籍
の
訂
正
に

つ
い
て

（昭
和
四
十
八
年
四
月
十

一
日
戸
第
五
八
六

号
那
覇
地
方
法
務
局
長
通
知
）

六
、
報
告
的
届
出
事
件
に
つ
い
て
事
件
発
生
の
日
を
届

出
年
月
日
後
の
日
に
訂
正
す
る
こ
と
の
戸
籍
訂
正
許

可
の
裁
判
が
あ
っ
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（昭

和
四
十
八
年
六
月
二
十
日
戸
第

一
一
八
一
号
那
覇
地

五
五

五

四

==九



方
法
務
局
長
通
達
）

七
、
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
裁
判
等
に
よ

っ
て
戸
籍

訂
正
の
申
請
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
正
当
な
届
出
義

務
者
か
ら
出
生
届
が
な
さ
れ
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ

い
て

（昭
和
四
十
八
年
七
月
十

一
日
戸
第

一
二
四
二

号
那
覇
地
方
法
務
局
長
通
達
）

八
、
戦
災
滅
失
戸
籍
の
再
製
完
了
ま
で
の
間
に
届
け
出

さ
れ
た
事
件
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
八

年
八
月
二
十
日
戸
第

一
五
二
八
号
那
覇
地
方
法
務
局

長
通
達
）

九
、
戦
災
滅
失
戸
籍
の
再
製
完
了
ま
で
の
間
に
届
出
さ

れ
た
事
件
等
の
処
理
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
八
年
八

月
二
十
日
戸
第

一
五
三
〇
号
那
覇
地
方
法
務
局
戸
籍

課
長
依
命
通
知
）

十
、
市
町
村
長
の
過
誤
に
よ
り
戸
籍
に
誤
記
し
た
場
合

の
職
権
訂
正
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
九
年
七
月
十
二

日
戸
第

一
二
八
〇
号
那
覇
地
方
法
務
局
長
通
達
）
…
…
衰

依
命
通
知
）

十
五
、
戸
籍
整
備
法
施
行
前
に
受
理
さ
れ
た
婚
姻
届
の

処
理
に
つ
い
て

（昭
和
六
十

一
年
十
月
二
十
四
日
戸

第
六
五
八
号
那
覇
地
方
法
務
局
長
回
答
）

十
六
、
外
務
省
を
経
由
し
て
本
籍
市
町
村
長
に
送
付
さ

れ
た
外
国
在
留
邦
人
の
戸
籍
再
製
、
戸
籍
訂
正
、
戸

籍
届
出
等
の
事
務
取
扱
い
に
つ
い
て

（平
成
二
年
二

月
十
二
日
戸
第
二
七
六
号
那
覇
地
方
法
務
局
戸
籍
課

長
依
命
通
知
）

十
七
、
再
製
の
際
の
遺
漏
及
び
錯
誤
に
よ
る
戸
籍
訂
正

の
取
扱
い
及
び
記
載
例
に
つ
い
て

（平
成
二
年
二
月

九
日
戸
第
二
〇
四
号
那
覇
地
方
法
務
局
戸
籍
課
長
依

命
通
知
）

第
五
　
雑

則

一
、
復
帰
前
に
お
け
る
沖
縄
戸
籍
の
概
要

十

一
、
市
町
村
長
の
過
誤
に
よ
り
戸
籍
に
誤
記
し
た
場

合
の
職
権
訂
正
に
つ
い
て

（昭
和
四
十
九
年
七
月
十

二
日
戸
第

一
二
八

一
号
那
覇
地
方
法
務
局
戸
籍
課
長

依
命
通
知
）

十
二
、
在
外
公
館
に
お
い
て
受
理
送
付
し
た
戸
籍
関
係

届
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（昭
和
五
十
四
年
四
月
二

十
五
日
戸
第
四
四
〇
号
那
覇
地
方
法
務
局
戸
籍
課
長

依
命
通
知
）

十
三
、
復
帰
前
に
福
岡
法
務
局
沖
縄
関
係
戸
籍
事
務
所

長
が
受
理
又
は
送
付
を
受
け
た
届
書
類
を
戸
籍
再
製

後
に
処
理
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（昭
和
五

十
五
年
二
月
十
三
日
戸
第
二
九

一
号
那
覇
地
方
法
務

局
戸
籍
課
長
依
命
通
知
）

十
四
、
戸
籍
整
備
法
第
六
条
に
基
づ
く
申
告
又
は
届
出

遺
漏
に
伴
う
戸
籍
記
載
の
申
出
及
び
死
亡
届
受
否
伺

い
事
件
の
処
理
に
つ
い
て

（昭
和
五
十
六
年
二
月
二

十

一
日
戸
第
二
四
四
号
那
覇
地
方
法
務
局
戸
籍
課
長

二
、
沖
縄
戸
籍
の
年
表

三
、
復
帰
に
際
し
福
岡
法
務
局
か
ら
引
継
ぎ
を
受
け
た

戸
籍
関
係
簿
書
類
の
整
理
保
管
に
つ
い
て

（昭
和
五

十
五
年
十

一
月
二
十
日
戸
第

一
四
四
七
号
那
覇
地
方

法
務
局
戸
籍
課
長
依
命
通
知
）

四
、
貸
与
届
書
類
及
び
引
継
届
書
類
の
保
管
替
え
に
つ

い
て

（昭
和
六
十
二
年
十
二
月
十
二
日
戸
第

一
二
五

○
号
那
覇
地
方
法
務
局
長
通
達
）

五
、
昭
和
二
十
二
年

一
月

一
日
か
ら
昭
和
三
十

一
年
十

二
月
二
十

一
日
ま
で
の
間
に
沖
縄
関
係
戸
籍
事
務
所

長
又
は
本
上
の
市
町
村
長
が
受
理
し
た
沖
縄
在
籍
者

の
戸
籍
届
書
類
に
関
す
る
沖
縄
現
地
の
処
理
要
領

（
一
九
六
〇
年
六
月
八
日
法
務
局
長
通
達
法
民
第
四

五
八
号
）

六
、
第
二
十
二
回

（昭
和
五
十
六
年
度
）
沖
縄
県
連
合

戸
籍

。
住
民
基
本
台
帳
事
務
協
議
会
総
会
の
協
議
問

題
に
つ
い
て

九

九



第
六
　
資
　
料

一
、
ニ
ミ
ツ
布
告

（
一
九
四
五
年
米
国
海
軍
軍
政
布
告

第

一
号
）

二
、
琉
球
政
府
の
設
立

（
一
九
五
二
年
二
月
二
十
九
日

米
国
民
政
府
布
告
第

一
三
号
）

‥
…
…
…
…
…
…
…
≡
天

三
、
琉
球
政
府
章
典

（
一
九
五
二
年
二
月
二
十
九
日
米

国
民
政
府
布
令
第
六
八
号
）

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
・一召

四
、
永
住
許
可
に
つ
い
て

（
一
九
五
四
年
六
月
二
十

一

日
米
国
民
政
府
指
令
第
五
号
）

‥
…
…
■
…
…
…
…
。一男

五
、
琉
球
列
島

へ
の
転
籍

（
一
九
五
四
年
七
月
二
十
三

日
米
国
民
政
府
指
令
第
六
号
）

六
、
戸
籍
に
関
す
る
文
通

（
一
九
五
五
年
七
月
六
日
米

国
民
政
府
指
令
第
六
号
）

七
、
臨
時
戸
籍
事
務
取
扱
要
綱

（
一
九
四
六
年
十

一
月

十
六
日
沖
縄
民
政
府
総
務
部
長
通
牒
）

八
、
戸
籍
整
備
法

（
一
九
五
三
年
十

一
月
十
六
日
立
法

第
八
六
号
）

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一夭

九
、
戸
籍
整
備
法
施
行
規
則

（
一
九
五
四
年
二
月
二
十

日
規
則
第

一
四
号
）

十
、
民
法

（
一
九
五
五
年
十
二
月
二
十

一
日
立
法
第
八

四
号
）

十

一
、
戸
籍
法

（
一
九
五
六
年
十
二
月
二
十

一
日
立
法

第
八
七
号
）

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
≡
５

十
二
、
戸
籍
法
施
行
規
則

（
一
九
五
七
年
四
月
四
日
規

則
第
二
五
号
）

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・舌
三 五

一


